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月
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日
二

四 " |貴|‐'五二
一
二
松
江
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

一
た
だ
し
期
日
は
七
月
一
五
日
、
一
日
限
り
と
す
る

一
亘
一
司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

一

○ 三 一
一

岡
山
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

た
だ
し
期
日
は
一
一
月
二
八
日
、
一
日
限
り
と
す
る

神
戸
地
方
検
察
庁
姫
路
支
部
勤
務
を
免
ず
る

京
都
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
札
幌
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
採
用
す
る

札
幌
地
方
検
察
庁
室
蘭
支
部
勤
務
を
命
ず
る

神
戸
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

神
戸
地
方
検
察
庁
姫
路
支
部
勤
務
を
命
ず
る
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事

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
昭
和
五
二
年
七
月
一
六
日
か
ら
同
月
二
七
日
ま
で
と
す
る

西
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
イ
ス
、
イ
タ
リ
ア
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
各
国
へ

出
張
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
昭
和
四
九
年
九
月
一
○
日
か
ら
同
年
一
○
月
二
一
日
ま
で
と
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

大
蔵
事
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
査
察
課
）
に
併
任
す
る

か
ね
て
法
務
省
人
権
擁
護
局
付
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る

大
蔵
事
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
査
察
課
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
大
臣
官
房
参
事
官
に
充
て
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
連
合
王
国
、
デ
ン
マ
ー
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、
ス
ウ
ェ
ー
デ
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、
オ
ラ
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及
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ラ
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各
国
へ
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一

五
日

生
野
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

生
野
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

大
阪
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

大
阪
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
総
務
部
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
司
法
法
制
課
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

事
務
代
理
の
期
間
は
昭
和
五
二
年
九
月
二
二
日
ま
で
と
す
る

理
を
命
ず
る

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
長
賀
集
唱
外
国
出
張
に
つ
き
同
部
長
事
務
代

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
人
権
擁
護
局
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
司
法
法
制
課
長
に
充
て
る
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一

○
日

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

神
戸
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

奈
良
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
長
を
免
ず
る

大
阪
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

大
阪
地
方
検
察
庁
公
安
部
長
を
免
ず
る

大
阪
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
長
を
命
ず
る

阿
倍
野
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

西
淀
川
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

生
野
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

大
阪
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
総
務
部
長
を
免
ず
る

大
阪
地
方
検
察
庁
公
安
部
長
を
命
ず
る

阿
倍
野
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

阿
倍
野
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

西
淀
川
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

西
淀
川
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る
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一
一

七
日

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
補
す
る

平
成
七
年
五
月
一
七
日
か
ら
同
月
二
三
日
ま
で
と
す
る

中
華
人
民
共
和
国
へ
出
張
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

法
制
審
議
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

大
阪
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
補
す
る

一
級
に
叙
す
る

検
事
長
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
選
考
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

一
級
に
叙
す
る

次
長
検
事
に
任
命
す
る
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